
 

 

議案第９３号 

米原市立保育所条例および米原市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

米原市立保育所条例および米原市立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

することについて議会の議決を求める。 

 

  平成２７年１２月３日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

      提案理由 

（仮称）まいばら認定こども園の施設整備に伴い、当該施設整備期間に係る保育所での保育

の提供に当たり、この案を提出するものである。 

  



 

 

米原市立保育所条例および米原市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

(米原市立保育所条例の一部改正) 

第１条 米原市立保育所条例（平成 17年米原市条例第 101号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

米原市立米原中保育園米原分園 米原市入江 296番地 

 

(米原市立学校設置条例の一部改正) 

第２条 米原市立学校設置条例（平成17年米原市条例第162号）の一部を次のように改正する。 

別表 １ 幼稚園の表米原市立米原幼稚園中分園の項を削る。 

 

付 則 

この条例は、平成 28年４月１日から施行する。 

  



 

 

米原市立保育所条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 現 行 

米原市立保育所条例 米原市立保育所条例 

第１条 略 第１条 略 

(名称および位置) (名称および位置) 

第２条 前条に規定する保育所の名称および位置は、次のとおりとする。 第２条 前条に規定する保育所の名称および位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

米原市立米原中保育園 米原市下多良146番地１ 

米原市立米原中保育園米原分園 米原市入江296番地 
 

名称 位置 

米原市立米原中保育園 米原市下多良146番地１ 
 

第３条以下 略 第３条以下 略 

  

   付 則  

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

米原市立学校設置条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 現 行 

米原市立学校設置条例 米原市立学校設置条例 

本則 略 本則 略 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 幼稚園 １ 幼稚園 

名称 位置 

米原市立山東幼稚園 米原市池下91番地 

米原市立米原幼稚園 米原市入江296番地 
 

名称 位置 

米原市立山東幼稚園 米原市池下91番地 

米原市立米原幼稚園 米原市入江296番地 

米原市立米原幼稚園中分園 米原市下多良146番地１ 
 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

   付 則  

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。  

  

 

 


